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若狭－ 1 －

第４次地域管理経営計画書（若狭森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第６条第９項に基づき地域管理経営計画の一部を次のように変更します。

なお、本変更計画は、平成 28年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

伐採計画について、森林整備のための間伐計画を変更します。

【変更する内容】

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

(4) 主要事業の実施に関する事項

イ 主要事業の総量

本計画期間において、機能類型区分に応じた施業管理を行うために必要な伐採、更新、

保育、林道の事業総量は以下のとおりです。

(ｱ) 伐採総量

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

区 分 主 伐 間 伐 計

(62)
山地災害防止タイプ ― 5,536 5,536

自 然 維 持 タ イ プ ― ― ―

(8)
森林空間利用タイプ ― 181 181

快適環境形成タイプ ― ― ―

(279)
水 源 涵 養 タ イ プ 1,286 27,109 28,395

(349) 〔3,500〕
計 1,286 32,826 34,112

注：１ （ ）は、間伐面積

２ 〔 〕は、搬出等に伴う支障木、マツクイムシの被害木等の伐採箇所があらかじめ特定

できない臨時的な伐採量で外書



若狭－ 2 －

第４次国有林野施業実施計画（若狭森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第 14条第２項に基づき国有林野施業実施計画の一部を次のように変更し
ます。

なお、本変更計画は、平成 28年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

伐採計画について、森林整備のための間伐計画を変更します。

また、保安林の機能を強化するため治山に関する計画を変更します。

【変更する内容】

２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐

採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

(4) 伐採総量

機能類型等別の伐採量は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(4)のイの(ｱ)）

なお、本表は、伐採造林計画簿で定める箇所ごとの伐採量を取りまとめたものです。

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地 林地
区 分 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨時伐採量 計 以外

(62.38)
山地災害防止タイプ ― 5,536 5,536

自 然 維 持 タ イ プ ― ― ―

(7.67)
森林空間利用タイプ ― 181 181

快適環境形成タイプ ― ― ―

天 然 林 ― 418 418

水 複 層 林 ― ― ―
源
涵 長 伐 期 ― 26,616 26,616
養
タ 分 散 伐 区 ― ― ―
イ
プ 施業群設定外 1,286 75 1,361

(279.17)
小 計 1,286 27,109 28,395

(349.22)
合 計 1,286 32,826 34,112 3,500 37,612 ― 37,612

(71.14)
年 平 均 257 6,665 6,922 700 7,622 ― 7,622

注：「間伐」欄の( )は、間伐面積



若狭－ 3 －

（再掲）市町村別内訳
(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地
市 町 村 名 林地 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 以外
伐採量

(140.01)
敦 賀 市 ― 11,515 11,515

(36.57)
小 浜 市 ― 3,818 3,818

(153.49)
お お い 町 1,286 15,199 16,485

(19.15)
若 狭 町 ― 2,294 2,294

(349.22)
合 計 1,286 32,826 34,112 3,500 37,612 ― 37,612

注：１ 市町村の内訳には、臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含まない。

２ 「間伐」欄の( )は、間伐面積

４ 治山に関する事項

治山に関する事項として、次のとおり計画します。（地域管理経営計画の１の（5））

(単位：山地治山 箇所、保安林整備等 ha)

位 置（国有林・林班) 区 分 工 種 計 画 量 備 考

一 ツ 谷 101 山 地 治 山 渓 間 工 3
野 鹿 谷 228
北 清 水 271

黒 河 山 127 山 腹 工 1

計 4

松 原 171 防災林整備 そ の 他 0.10

一 ツ 谷 102、104～ 108 保安林整備 本数調整伐 110.90
池 河 内 213、214、217
野 鹿 谷 228、230
松 原 171
黒 河 山 154
西 ノ 谷 207、208
北 清 水 273

計 111.00


